
改正動物愛護管理法の普及啓発について 

 

 

○動物愛護週間中央行事（平成 25 年９月）の開催 

中央行事の屋内行事の一環として、上野恩賜公園にて、改正動物愛護管理法普及

コーナーのブースを設け、一般の方に改正法のポイントを説明。 

 

○各種講演会等における説明 

・自治体の動物取扱責任者研修会 

・日本獣医師会獣医学術学会年次大会、地方獣医師会の講演会 

・（公社）日本実験動物学会主催の実験動物管理者研修会 

などにおいて改正法について説明。 

 

○動物愛護管理室のＨＰの拡充 

・各種パンフレット、ポスターの掲載 

・第一種動物取扱業や第二種動物取扱業の必要な手続き等について掲載。 

 

○改正法を踏まえ各種パンフレット・ポスター等を作成・改訂 

＜作成済み＞ 

・パンフレット 

「動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました＜一般飼い主編＞」 

「動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました＜動物取扱業者編＞」 

「実験動物の適正な飼養保管等を推進するために」 

＜作成中＞ 

・パンフレット：動物の愛護及び管理に関する法律のあらまし 平成 24 年改正版 

・ポスター：動物の遺棄・虐待防止ポスター 改訂版（警察庁との連名） 

・パネル：動物の飼い主のマナー啓発のためのパネル 

動物愛護週間のイベントや動物愛護センター等における掲示を想定。 

 

○その他 

・動物愛護管理行政事務提要（平成 25 年度）の作成 
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